
 

企画競争実施の公示 
 
令和８年６月２日（火） 
中国運輸局観光部長 東根宏如 
 
次のとおり、企画提案書を募集する。 
 
1. 業務概要 
（１）業務名及び概要 

「『広島観光を楽しむための公共交通ガイド』の実運用に伴う共創プラットフォーム検討事業」 
 

（２）業務内容等  
【業務の目的等】 
広島県においては訪日客数が増加傾向にあり、特に広島市に位置する平和記念資料館、廿日

市市に位置する宮島の訪問需要が高い。広島県を訪れる観光客は移動手段として公共交通機関
を利用することが多いものの、当該地域においては複数の交通事業者が面的に多様な交通モードを
運用していること、また地域により公共交通機関に利用方法に違いがあること等から、そのルールやマナ
ーについては観光客にとって事前に情報を得ることが困難であり、適切な公共交通機関の選択や利
用方法について戸惑う観光客が多く見受けられる。また、交通事業者、観光客、地域住民それぞれ
の理解不足による配慮に欠けた行動が起因して、意図しないトラブルが生じている実態がある。 

中国運輸局では令和７年度、広島市内の公共交通機関の利用方法及びマナー啓発に関するリ
ーフレットを作成。制作に当たっては、観光案内所等の日々観光客と対面でコミュニケーションを取る
担当者へのヒアリングを行い、交通事業者が発信している情報の中から観光客が真に必要としている
情報に絞り掲載することで、観光客に対し網羅的かつ効率的に情報を訴求できる仕掛けとした。令
和７年度の事業に関わった関係者からは、公共交通事業者の分け隔てなく観光客に特化した情報
発信ができる点で有用であるという評価を受けている一方で、より効果的なツールとして見直しできる余
地があるとの意見が出ているところである。また、本取組を継続できる体制が整っていない点も課題とな
っているところである。 

本事業では、令和７年度に制作した「公共交通ガイド」の更新及び、観光事業者と交通事業者
が連携した継続的に課題解決に取り組むことができる体制を構築することで、観光客が求める情報を
統一的に発信することができる体制作りを目的とする。 

 
 【業務の内容】 

別紙、説明書による。 
 

【報告書（成果物）等の提出方法】 
別紙、説明書による。 

 
（３）履行期限 



 

令和９年３月 19 日（金） 
 
2. 企画競争参加資格要件 
（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該

当しない者であること。 
（２）令和 07・08・09 年度一般競争入札及び指名競争参加資格（全省庁統一資格）「役

務の提供等」のうち、「A」～「D」の等級に格付けされ、中国地域の参加資格を有している者
であること。 

（３）国土交通省中国運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 
（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交

通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 
（５）労働者派遣法（第３章第４節の規定を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に違

反した日若しくは処分（指導を含む）を受けた日から５年を経過しない者でないこと。 
（これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、企画提案書提出時までに是正を完了
している者を除く。） 

（６）労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及
びこれらに係る保険料の未納がないこと。（企画提案書提出時において、直近２年間の保険
料の未納がないこと。） 

  
3. 手続等 
（１）担当部局 

中国運輸局観光部国際観光課 
〒730-8544 広島市中区上八丁堀 6 番 30 号 

E-mail：cgt-kokusai_kanko_section@gxb.mlit.go.jp 
TEL：082-228-8702  
FAX：082-228-9412 

 
（２）企画提案書類の作成様式及び記載上の留意点 

①企画提案書 
A4 判 20 ページ以内（添付書類はページ数に含まない）とし、業務の実施方針、実施内
容、実施工程、手法、定性的・定量的な目標等を記載すること。なお、提案書冒頭に提
案の優良性、独創性（（６）②、③に規定）及び目標をまとめた提案概要（1 ページ。
文字の大きさは 12 ポイント）を記載すること。 
 
 

②添付書類 
○以下の事項を記載した書類 

・提案者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、法人番号及びその代表者の
氏名 

・担当者の氏名及び連絡先（電話番号、E メールアドレス） 



 

・業務の実施体制 
・緊急時の連絡体制 
・苦情等相談に係る処理体制 
・配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務の件数及び状況 
・業務項目別の経費見積（交通費など実費とそれ以外を区分するとともに、項目、単価
等を具体的に明らかにしたもの） 

・再委託等の有無及び予定（ただし、発注者側の承諾を要するものに限る。） 
○令和 07・08・09 年度一般競争入札及び指名競争参加資格（全省庁統一資格）に

係る資格審査結果通知書の写し 
○「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合確認表」及びその添付書類 

URL：https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/soumu/jyoseikatsuyaku.html 
○情報取扱者名簿及び情報管理体制図の作成（３.(３)①で指定した提案ページ数の

上限には、含めないものとする。） 詳細や書式については別紙のとおり。 
 
（３）企画提案書類の提出期限、場所及び方法 

提出期限：令和８年６月 23 日（火）17 時 00 分（必着） 
場 所：（１）に同じ。 
方 法 ：電子データによる提出を基本とし、提出方法は、電磁的方式（電子メール等）、

データ入り CD（又は DVD）の持参又は郵送（書留郵便に限る。）とすること。
データは添付書類も含め１つのファイル（PDF 形式）に統合されたものとし、その
容量は 15MB 以下とすること。 

        なお、電磁的方式による提出の場合には、電話によりデータ到達の確認を必ず行
うこと。 
 

（４）ヒアリング実施の有無及び方法  必要に応じて実施。  
 
（５）契約の相手方として最適なものを特定（以下「特定」という）するための企画提案書の評価

基準 
①業 務 内 容 の理 解 度：調査目的、業務内容について十分に理解していること。 
②提 案 内 容 の優 良 性：提案内容に具体性、妥当性、実現可能性を伴い、優れていること。 
③提 案 内 容 の独 創 性：独自の発想に基づく提案内容が含まれていること。 
④業 務 遂 行 の安 定 性：実施体制、実施スケジュール等の業務環境が、委託業務を安定的

に遂行できるものであること。 
⑤必要経費：業務内容に見合った適切な経費であること。 
⑥専門的知識：業務を遂行するために必要十分な専門的知識を有すること。 
⑦ワーク・ライフ・バランス(WLB)等推進の状況： 
 次のいずれかに該当する企業であれば所定の評価点を加点する。 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第12条の認定【プラチナえるぼし】 
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条の認定【えるぼし】 
但し、「労働時間の働き方に係る基準」を満たすことが必要 



 

・次世代育成支援対策推進法第15条の２の認定【プラチナくるみん】 
・次世代育成支援対策推進法第13条の認定【くるみん・トライくるみん】 
・青少年の雇用の促進等に関する法律第15条の認定【ユースエール】 
を受けた企業 
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づく一般事業主行動計画
（計画期間が満了していないものに限る。）を策定した企業（常時雇用する労働者の数  
 が100人以下のものに限る。） 
・次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満
了していないものに限る。）を令和7年4月1日以後に策定または変更した企業（常時雇
用する労働者の数が100人以下のものに限る。） 
 
よって、該当する者は企画提案書の提出に併せて、以下の書類を提出すること。 

ⅰ）「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合確認表」 
  URL：
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/soumu/jyoseikatsuyaku.html 
ⅱ）該当する「認定通知書」の写し 
ⅲ）該当する「一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印付 

き）」の写し 
 
4. その他 
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）契約書作成の要否  要 
（３）本業務の支払条件及び概算予算額 

・支払条件：完了検査終了後、適法な請求書を受理して 30 日以内。  
・概算予算額：1,000 万円を上限とする。（消費税及び地方消費税を含む。）  

（４）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。 
（５）提出期限までに到達しなかった企画提案書は、いかなる理由をもっても特定しないものとする。 
（６）提出された企画提案書の差替え及び再提出は、原則認めない。 
（７）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 
（８）特定されなかった企画提案書は、原則返却する。ただし、返却を希望しない提案者は、企画

提案書を提出する際にその旨を申し出ること。 
（９）原則として、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせ

てはならない。なお、「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の
決定及び技術的判断等をいう。 

（10）提案する内容及び得られる業務成果は、適正公平な内容とすること。 
（11）提出された企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にするととも

に、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。 
（12）特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成 11

年法律第 42 号）における、行政機関が取得した文書として開示請求者からの開示請求が
あった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開



 

示対象となる場合がある。 
（13）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会

計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。 
（14）提出期限までに成果物を提出する見込みがないことが明らかな場合は、契約の全部又は一

部を解除する。 
（15）企画競争の結果は、原則として提案書の提出期限の翌日から 14 日以内に、企画提案者に対

して書面で通知するとともに、当局ホームページで次の事項を公表する。 
・特定した企画提案書を提出した者の名称、住所、代表者氏名及び決定日 
・企画提案者ごと、評価項目ごとの評価得点及び合計点 

（16）契約履行過程で生じた成果物の著作権は中国運輸局に帰属する。 
（17）不明な点等の問い合せ先等 

・問い合せ先：３.（１）に同じ（担当：蔦、山本、石川） 
・問い合せ方法：電話、電子メール又は来訪 
・問い合せ期間：公示の日から、３.（４）に記載の提出期限まで 
なお、評価基準の配点は、質問の対象外とする。 



 

別紙  
情報管理体制 

 
(1) 提案者は、本事業で知り得る保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、

整理、作成等した情報であって、担当部課が保護を要さないことを同意していない一切の情報をい
う。以下同じ。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、「情報取扱者名簿及
び情報管理体制図」(様式例)を提出すること。 また、これらに記載した情報に変更がある場合
は、予め中国運輸局の同意を得ること。 

 
なお、確保すべき履行体制は次のとおりとする。 
 
①本事業で知り得る保護すべき情報の取扱者は、当該事業の遂行のために最低限必要な範囲

の者とすること。 
②本事業で知り得る保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩

されないことを保証する履行体制を有していること。 
③中国運輸局が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ラ

イセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支
援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されな
いことを保証する履行体制を有していること。 

 
(2) 本事業で知り得る保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならな

い。ただし、担当部課が同意した場合はこの限りではない。 
 
(3) 本事業で知り得る保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い(返

却・削除等)については、担当部課の指示に従うこと。 
 
(4) 本事業で知り得る保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判

明した場合については、事業の履行前・履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担
当部課へ報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合に
は、必要な報告徴収や調査に応じること。 



 

様式例  
情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 
① 情報取扱者名簿 ※ 情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 

  氏名 所属部署 役職 

情報管理責任者(※1) A    

情報取扱管理者(※2) 
B    

C    

業務従事者(※3) 
D    

E    

再委託先 F    

 (※1) 本業務における情報取扱の全てに責任を有する者。 
 (※2) 本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可

能性のある者。 
 (※3) 本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告する
ものとする。 

 
② 情報管理体制図 
  (例) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること。(再委託先も含む。) 
 
③ その他 
・別途提出している資料により必要な情報を確認出来ることを担当部課が認める場合には、当該資
料で代用することができる。 

・情報管理規則等の内規を別途添付すること。 
・必要に応じ、本紙記載内容を確認するため追加で資料を求める場合がある。 

情報管理責任者 

情報取扱管理者 

業務従事者 

再委託先 

A 

B(進捗情報管理) C(経費情報管理) 

D E 

F 

情報取扱者 


